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令和 8 年度スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱（一部抜粋） 

第4 補助事業（一部抜粋） 

二 住まい環境整備モデル事業 

大臣が公募し、学識経験者等の意見を踏まえた上で、次の(1)から(8)に掲げる要件に適合する高齢者等の居住の安定確

保及び健康維持・増進に資する先導的な事業として選定した事業 

(1) 高齢者等の居住の安定確保及び健康維持・増進に資する先導的な提案や創意工夫を含むものであること 

(2) 公開すること等により、高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する住まいづくり又はまちづくりの 

推進上効果が高いと認められるものであること 

(3) 新たな技術やシステムの導入（住まいづくり又はまちづくりに関連しない医療・介護・福祉に関する機器の開発・

導入を除く。）、多様な世帯の互助や交流の促進に資するもの又は子育て世帯向け住宅等の住まい環境整備を行う

ものであること。 

(4) 住宅の整備を行う場合は、住宅以外の機能の整備（シェアハウス等における住宅内の共同空間の整備を含む。）を

あわせて行うものであること 

(5) 新築住宅の立地は、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域（急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複す

る区域に限る。）又は市街化調整区域にあって土砂災害警戒区域若しくは浸水想定区域に該当する区域に原則該当

しないこと 

(6) 原則として都市再生特別措置法（平成14 年法律第22 号）第88 条第１項に規定する住宅等を新築する行為であっ

て、同条第５項の規定に基づく公表に係るものに該当しないこと。 

(7) 新築の住宅及び建築物は、原則として建築物エネルギー消費性能基準に適合すること 

(8) 国土交通省から補助要件の適合性・管理状況等に関する調査について要請があったときは、当該要請に応じるもの

とする 

第5 補助金の額（一部抜粋） 

１ 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

二 住まい環境整備モデル事業 

次のイからニまでに掲げる額の合計とする。 

イ 調査設計計画費 

住宅及び高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進の推進に資する施設の建築設計費の3分の2以内の額と

する。 

ロ 建設工事費等 

住宅及び高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進の推進に資する施設において、改修に要した費用の 

3分の2以内の額、建設又は取得に要した費用の10分の1以内の額とし、各年度の補助金の額は、当該年度の建設

工事の出来高を超えないものとする。 

ハ 技術の検証費 

居住実験、社会実験その他選定された事業における技術の検証に要する費用の3分の2以内の額とする。 

ニ 情報提供及び普及費 

展示用住宅の整備、展示用模型の作成その他選定された事業における情報提供及び普及に要する費用の3分の2以

内の額とする。ただし、展示用住宅の整備にあっては、展示用住宅の建設に要する費用に10分の9及び展示年数

を7で除して得た数値（1を超える場合にあっては、1とする。）を乗じて得た額の3分の2以内の額とする。 

第6 全体設計の承認（一部抜粋） 

１（略）事業を行おうとする者は、当該補助事業に係る建設工事が複数年度にわたる場合には、初年度の補助金の交付

の申請までに、当該建設工事に係る事業費の総額及び補助事業の完了の予定期日等について、全体設計承認申請書

を大臣に提出することができる。なお、当該建設工事に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。 

２ 大臣は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計を承認し、全体設計の承認を

申請した者に通知するものとする。 

３ 第1項の全体設計承認申請書の提出及び前項の通知は、大臣が事務事業者を選定した場合にあっては、当該事務事業

者を経由して行うものとする。 

４ 補助事業の建設工事が、その開設に際して許認可が必要な施設に係るものである場合は、第１項中「提出すること

ができる。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする 
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                   【 注 釈 】 

本要領において使用頻度の高い用語を下表で説明します。 

用 語 説   明 

補助事業 国土交通省が所管する「スマートウェルネス住宅等推進事業」の一つであ

る「人生 100 年時代を支える住まい環境整備モデル事業」における提案事

業にあって、評価委員会による評価を踏まえて国土交通大臣の選定を受け、

そのうえで、補助金の交付申請をし、交付決定を受けて実施する事業をい

う。 

補助事業者 原則として補助事業の代表提案者（または共同提案者）であって、国土交

通大臣の選定を受けて、自らの責任のもとに、交付申請、補助事業の進捗管

理、完了実績報告、補助金の適正管理を行い、提案事業の実現に努める者を

いう。 

なお、提案事業の選定後、代表提案者の変更は原則として認められない。 

※補助事業者は、補助金交付後も、定期報告及び事業のフォローアップ調査に協力して

ください。 

住
宅
等 

住宅 原則として「別表１：住宅確保要配慮者向け住宅（一般住宅）の規模、構

造・設備に係る登録基準」に該当する居住部分を有するものとする。 

登録基準 ⇒ 巻末資料 2-別表 1 

施設 原則として「別表２：高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に

資する施設の例」に列挙する施設のいずれかに該当するものとする。 

施設 ⇒ 巻末資料 2-別表 2 

整備 建設、取得または改修を総称していう。 

ソフト事業 補助事業区分のうち、技術の検証並びに情報提供及び普及を総称してい

う。なお、子育て公営住宅型においては「技術の検証」を「調査検討」に読

み替えるものとする。 

事業選定 国土交通省から補助事業者に発出される。提案方法は別途、「住ま

い環境整備モデル事業 募集要領」を参照。 

※提案事業が選定されても、すべての補助要望の内容や額が交付の対象になるとは限り

ません。選定段階では提案に対する補助の上限額を確定しますが、交付申請、額の確

定等の段階で、事業内容を踏まえた審査、検査により、個別の補助事業内容の調整や

交付決定額が選定時より減額される場合があります。 

交付申請 事業選定後、補助事業者が交付事務局に対して実施する申請。 

※提案事業が選定されても、交付申請をして交付決定を受けないと補助金の交付にはつ

ながりません。 

交付決定 交付申請後、交付事務局の審査終了後に、交付事務局から補助事業者に対

して発出される。 

事業の着手 整備にあっては工事着工（建築基準法関係行政実例による。）、調査設計計

画及びソフト事業にあっては委託契約の契約締結等により判断する。 

完了実績報告 交付決定内容の完了後、補助事業者が交付事務局に対して実施する報告。 

額の確定 完了実績報告後、交付事務局が完了検査を実施し、補助金交付額を確定。 

※額の確定後、交付事務局より補助事業者に対して、額の確定通知書の発行、補助金の

交付が実施されます。 

参照☞ 

参照☞ 
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はじめに 

 

0.1 交付要領の趣旨

 

本要領は、「人生 100 年時代を支える住まい環境整備モデル事業」（以下「住まい環境整備モデル事

業」という）に係る補助事業において、補助事業者の事務処理を適正かつ円滑に進めることを目的と

して、スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付規程（住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事

業及び人生 100 年時代を支える住まい環境整備モデル事業）（令和 8 年 4 月 15 日付け）第 19 の規定

により定めるものです。 

本要領は、本年度の「住まい環境整備モデル事業」に選定された事業及び過年度に選定された当該

事業で本年度に交付申請を実施する事業※を対象にしています。また、本要領により、補助金の交付

申請から完了実績報告までの手続きに必要な様式を定めています。 

※補助要件については、原則として選定年度の要件を適用します。選定年度の応募要領をご確認ください。 

なお、各種法改正、解釈の明確化によるものなどは最新の要件が適用されますので、ご注意ください。 

 

補助事業者は、本要領に従って所要の手続きを適時・適切に進めてください。 

また、補助事業に係る物件の入手または費用の発生にあたっては、価格の妥当性及び適切な経理処

理等について、第三者に対して合理的に説明できるように留意するとともに、補助事業に係る書類を

整理・保管し、補助事業に係る資金支出額を明確にしておかなければなりません。 

 

一方、国土交通大臣は、補助金交付に係る事務手続きを円滑に執行するため、事務事業を行う者（以

下「補助事務事業者」という）を定めています。令和 8 年度は、住まい環境整備モデル事業交付事務

局（以下「交付事務局」という）が補助事務事業者として定められています。 

これまでのモデル事業の事業提案から選定までの段階では、主に「評価事務局」が窓口でしたが、

今後、補助金交付申請をはじめ、本要領に記載の手続き等及びこれに関連する質問等の受付窓口はす

べて「交付事務局」となりますのでご注意ください。 

 

なお、本要領をはじめ交付申請等に関する情報は、交付事務局のホームページ

（https://www.how.or.jp/koufu/model.html）にも掲載していますので、併せてご覧ください。 

 

 

                                ■補助事業者の基本的責務■ 

 

補助事業者は、補助金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものである

ことに留意し、法令の定め及び補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うように努めなけ

ればなりません。（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第３条第２項より） 
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0.2 補助金の交付申請等手続きにあたって 
 

補助対象となる事業に着手する前に、交付事務局に補助金の交付申請をし、交付決定を受けなけれ

ばなりません。交付申請では、特に下表に掲げる事項にご注意ください。 

≪交付申請における注意点≫ 

① 交付申請をしないと、選定された事業であっても補助金が交付されません。 

② 事業の着手は交付決定後に可能となります。事前着工、事前着手が判明した場合は補助金交

付の対象外となり補助金は交付されません。また、補助金交付後、判明した場合は補助金返

還の対象となります。 

③ 他の国費を含む補助金または交付金を受ける費用及び介護保険給付または医療保険給付の費

用は、本補助事業の補助対象になりません。 

④ 取得費を補助対象とする住宅等は、事業の交付決定後に売買契約を締結するものに限りま

す。交付申請時には、不動産業者による見積書（写）等（評価事務局に提出したものと同一

書類）を提出してください。また、完了実績報告時には、売買契約書（写）に加え、「補助

対象とする住宅等の評価額」が確認できる書類を提出してください。「補助対象とする住宅

等の評価額」とは、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書または固定資産評価証明書に記載

の評価額を指します。なお、不動産鑑定士による鑑定評価を行う場合は、既存部分を対象と

し、改修実施前の時点で行ってください。交付決定時の取得費と補助対象とする住宅等の評

価額のいずれか低い方の額が、補助対象金額になります。また、改修工事を補助事業として

実施し、完了させなければ、住宅等の取得に要する費用は補助の対象になりません。 

⑤ 過去 3 か年度内に国土交通省住宅局所管補助金において、交付決定の取消に相当する理由で

補助金の返還を求められたことがある者等（団体を含む）は、本補助金への申請が原則とし

て制限されます。 

⑥ 宗教法人または暴力団若しくは暴力団員である者、または暴力団若しくは暴力団員と不適切

な関係にある者は、補助事業者になることができません。 

 

また、交付申請、完了実績報告等の手続きに先立ち、下表に示すところに従って必ず交付事務局に

事前相談を行ってください。 

≪交付申請、完了実績報告等に関する事前相談の進め方≫ 

◇事前相談とは、交付申請や完了実績報告に係る手続きを円滑に進めるため、事前に書類の整備

状況や内容を確認させていただくものです。 

◇事前相談は、経過を明らかにするため、電子ファイルの書類を添付した電子メールの往復で進

めますが、電子メールでは伝わりにくい事柄や急を要する場合は電話での対応もあります。 

◇事前相談の進み具合に応じ、書類の不足、記載内容や費用算定根拠資料の不備・齟齬などにつ

いて、何段階かに分けて追加提出や修正・再提出をお願いすることがあります。 

◇事前相談は、必要な書類が揃った時点で開始になります。事業日程には十分ご注意いただき、

早目に書類作成に着手してください。希望される交付決定日または完了実績報告書提出予定日

の遅くとも１か月前には事前相談を申し出てください。 

なお、部分的な特定の書類等に関する相談、質疑は随時受け付けます。 

◇正式な交付申請書または完了実績報告書の提出は、交付事務局から電子メールにて依頼させて

頂きます。依頼メール後、正式な書類として、様式については必要なシートを残した Excel 及

びその PDF ファイルを提出してください。 
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 １ 補助事業に係る手続きの概要 

 

1.1 提案事業に係る選定通知書受領から補助金受領までの主な流れ 

 

① 選定通知書 

モデル事業を提案し、選定されたときは、国土交通省から「選定通知書」の PDF ファイルを

電子メールにて送付させていただきますので、受領し、保管してください。 

この「選定通知書」の受領後、交付申請等の手続きに必要な書類を交付事務局のホームページ

から取得し、速やかに交付申請の準備を始めてください。 

ホームページ URL：https://www.how.or.jp/koufu/model.html 

 

② 交付申請 

補助事業者は、必ず交付事務局に事前相談をしたうえで、交付事務局に「交付申請書」を提出

してください。 

 

③ 全体設計承認申請 

事業育成型以外の選定事業において、複数年度にわたる補助事業を行う場合は、予め各年度の

計画を記載した「全体設計承認申請書」を交付申請の前に交付事務局に提出してください（全体

設計承認は次年度以降の補助金を保証するものではありません）。 

住宅等の整備を伴わない事業育成型については、事業期間は単年度ごととなり、当該各期間で

事業を完結させる必要がありますのでご注意ください。 

なお、令和 4 年度以前を除き、選定時の補助金総額が 3 億円（令和 5 年度選定分は 1 億円）を

超える事業については、原則、国土交通大臣名にて、交付の決定、全体設計の承認、計画変更の

承認、補助金額の確定が通知されます。手続きは通常どおり交付事務局が行いますが、該当する

場合は交付事務局と相談してください。 

 

④ 交付決定通知書 

交付事務局による交付申請書の審査を経て、交付事務局から補助事業者に「交付決定通知書」

が送付されます。補助事業者は、この交付決定を受けてから補助事業に着手してください。 

 

⑤ 完了実績報告 

補助事業者は、今年度分の補助事業が完了したときは、交付事務局に事前相談をしたうえで、

遅滞なく「完了実績報告書」を交付事務局に提出してください。 

この完了実績報告書には実績をもとに算出した補助金額を記載した請求書を添えて提出して

ください。ただし、審査の結果、額が変更されたときは、交付事務局から連絡しますので、請求

書を再提出してください。 

なお、全体設計承認を受ける等により、当該年度が出来高分の事業となる場合は、出来高に見

合う補助事業が実施されたことを確認後に当該年度の「完了実績報告書」を提出してください。

ただし、開設に際して許認可等が必要な施設の場合は、これに加えて当該年度に許認可等がなさ

れていることを確認後に「完了実績報告書」を提出してください。 
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⑥ 完了検査 

交付事務局は、完了実績報告書の受領後、完了検査を行います。なお、物件により現地調査を

実施します。現地調査には、関係者の立会いを求めます。 

 

⑦ 額の確定 

完了検査を経て、交付事務局から補助事業者に「額の確定通知書」を送付します。 

 

⑧ 補助金の受領 

「額の確定通知書」が送付された後、補助事業者が指定した金融機関口座に確定した補助金額

が交付事務局より振り込まれます。 

なお、令和 4 年度以前を除き、選定時の補助金総額が 3 億円（令和 5 年度選定分は 1 億円）を超

える場合は、原則、国土交通省から口座に振り込まれます。該当する場合は、口座登録手続きにつ

いて交付事務局に相談してください。 

⑨ 事業の実施期間 

 イ 事業育成型以外 

  ・事業実施期間は、最大 3 年間とする。ただし、やむを得ない事情により事業が完了しない

場合においては、この限りでない。 

 ロ 事業育成型 

     ・事業実施期間は最大 3年間とする。 
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1.2 手続きのフロー図 

 

下表は、単年度の補助事業に係る主な例です。表中の①～⑧は、「1.1 提案事業に係る選定通知書受

領から補助金受領までの主な流れ」の①～⑧と一致しています。 

補助事業を複数年度にわたって実施する場合は、あらかじめ交付事務局にお問い合わせください。 

 

時 期 補助事業者 国土交通省 

選定当初   

    

時 期 補助事業者 交付事務局 

選定直後 

  

年内 

  

 

遅くとも年度

の１月下旬 

  

 

年度の３月末

まで 

  

 

    

時 期 補助事業者 評価事務局 

翌年度～    

  

事前相談（交付申請）※1か月前に開始 

定期報告 

フォローアップ 情報提供等 

補助要件適合性・管理状況等の調査 

事業の選定・通知 ①選定通知書の受領 

①交付申請等に必要な書類の取得 

⑤完了実績報告書の提出 

事前相談（完了実績報告）※1か月前に開始 

⑥完了検査・⑦額の確定 ⑦額の確定通知書の受領 

補助金の振込 ⑧補助金の受領 

②③交付申請書(案)提出 

提出提出 

審 査 

④交付決定通知書発送 

事業着手 事業着手前後の写真の受領 

実施状況報告書の受領 実施状況報告書の提出 

達成状況等の報告 

正式依頼 ②③交付申請書提出 

 

④交付決定通知書受領 

⑤実績報告書(案)の提出 審 査 

正式依頼 
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1.3 書類の提出方法 

 

交付申請書または完了実績報告書の提出にあたっては、事前相談を経て、交付事務局から電子メー

ルにより正式書類提出の依頼（以下「正式依頼」という）をしますので、メール本文及び添付文書に

したがって、交付申請書または完了実績報告書に関係書類を添えて提出してください。 

 

1.4 書類作成上の共通事項 

 

ここでは、全体設計承認申請から交付申請、交付変更承認申請、完了実績報告までの手続きにおい

て作成する様式や資料等に共通する作成上の留意点やポイント等について説明します。 

① 金額の端数処理 

各手続きにおいて作成する様式のうち、金額記入欄がある様式では、一部を除き記入額を千円

単位に指定しています。金額の千円未満を切り捨て、千円単位で記入してください。 

② 設計図書 

面積表・求積図については、補助対象の住宅部分と施設部分（区分単位）、各部分ごとの補助対

象部分と対象外部分が判別できるように、凡例をつけ、色分け等により明示してください。 

また、事業着手以降、工事内容に変更があった場合は、変更内容を明示した図面を作成し、交

付変更承認申請または完了実績報告時に提出してください。 

③ 積算内訳書・見積書 

事業着手以降、事業内容に変更があった場合は、変更内容を明示した書類（積算内訳書、見積

書等）を作成し、交付変更承認申請または完了実績報告時に提出してください。 

・住宅等の設計及び工事監理に係る業務委託費の算定基準は、「建築士事務所の開設者がその

業務に関して請求することのできる報酬の基準（令和 6 年国土交通省告示第 8 号）」におけ

る『略算方法』又は『実費加算方法』によるものとします。この場合における人件費単価は、

「令和 8 年度設計業務委託等技術者単価について（令和 8 年 2 月 17 日国土交通省大臣官房

技術調査課通知）」における『技師(Ｃ)』とします。 

・積算内訳書または見積書等は、補助対象事業費が確認できるよう、補助対象部分と対象外部

分を明示してください。 

・関係会社等が作成した積算内訳書または見積書等を提出する場合は、関係会社等を除く２者

以上から見積書等を徴取し、併せて提出してください。なお、関係会社等とは以下の通りで

す。 

イ 100％同一の資本に属するグループ企業 

ロ 補助事業者の関係会社（「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年

大蔵省令第 59 号）」第 8 条第 8 項で定めるもの） 

ハ 補助事業者、補助事業者の役員又は親族（補助事業者が法人・任意団体の場合は当該法人・

任意団体の役員の親族）が役員に就任している法人 

ニ 補助事業者の役員又は親族（補助事業者が法人・任意団体の場合は当該法人・任意団体の

役員の親族）である個人事業主 

※ 上記ハ、ニ中にある親族とは、配偶者並びに一親等の血族及び姻族とする。 
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④ 建築士免許写し等 

提出様式中の耐震性能確認書（様式 8①）、建築基準法等関係法令適合証明書（改修事業の

み）（様式８②）、工事出来高確認報告書（新築等・改修工事等）（様式 17①②）、工事内容証

明書（様式 18）、耐震改修工事確認書（様式 19）、耐震改修工事の実施確約書（様式 20）を

作成した建築士（都道府県知事登録をしている建築士事務所に所属する建築士に限る）は、当

該証明書等とともに建築士に係る免許書（または免許証明書）の写し、及び建築士事務所登録

証明書等の写しを提出してください。 

 
 

【申請書に記載する金額の端数処理について】 

■本補助事業の完了実績報告においては、千円単位で金銭を取り扱うため、積算等により円単位

で計算された金額から、千円未満を切り捨てて交付申請書および完了実績報告書を作成して

ください。 

■実際の書類作成時には、合計と内訳など関連する金額を記入して作表する部分があります。こ

こに、上記手順で端数を切り捨て処理した金額を記入していくと、切り捨ての状況にもより

ますが、表記された千円単位の数値では、計算が合わなくなることがあります（１の位でず

れる）。 

  例：50,600 円＋50,800 円＝101,400 円 ⇒ 50 千円＋ 50 千円 ＝ 101 千円 

■このように「表面上の計算が間違いとなる数値」は、申請書類には使えません。上記の例でい

えば、総額を固定するとすれば、片方の 50 千円を 51 千円に調整することが必要になりま

す。どちらの数値を調整対象にするかは、以下の「他書類との整合」や「総額を増大させな

い」ことに留意して決めることになります。例えば、補助対象外事業費などで調整すること

は影響が少ないと考えられます。 

 【他書類との整合】 

提出する複数の書類に共通の費目が表記される場合には、相互に一致していることが必

要です。 

 【総額を増大させない】 

調整における原則は、「総額を増大させない」ことです。一件の工事に複数の補助対象が

含まれる事業においては、「全体の費用」の千円未満切り捨て額以内におさまっていること

を前提に、その範囲内で、「住宅」「施設」間で切り捨てや切り上げの調整をしてよいことに

します。 

■なお、完了実績報告の審査においては、記入された金額等を内訳明細書等で確認いたします。 

 

 

1.5 補助事業の執行に係る留意事項 

① 不適切な行為に対する措置 

本事業の実施に当たり不適切な行為があった場合は、国は、必要に応じて、次の措置を講じま

す。 

・国土交通省が発注する業務に関する指名の停止 

・国土交通省住宅局の他の補助事業又は委託事業への応募又は応札の制限 

・補助事業者等の名称（法人の代表者、役員、経理に関する監査責任者の名称を含む。）、 

不適切な行為の内容等の公表 

・補助事業者が建設業者、宅建業者等の許可等を得ている者の場合は、監督官庁への通報 
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・建築士又は建築士事務所が関与した場合は、監督官庁への通報 

② 経理に関する留意事項 

・本事業の着手に当たっては、本事業の経理に関する管理責任者を選任し、人件費に関する

補助金が含まれる場合は、事業への従事状況を把握する体制を申告してください。 

・人件費に関する補助金が含まれる場合は、業務日報等の従事状況を確認することができる

書類等（業務管理システムのデータ、業務に係るメールの履歴、開催日時が記録された会

議記録等）を保存し、交付事務局の求めに応じて、当該書類等の写しを提出してくださ

い。 

・交付事務局の求めに応じて、本事業の実施期間中に、経理に関する検査、本事業に従事す

る者へのヒアリング調査等に対応してください。 

・人件費に係る消費税は、補助金の交付対象となりません。 

・本事業が完了したときは、本事業の経理に関する監査の実施報告書を提出してください

（監査役又は監事がいない場合は、経理に関する管理責任者以外の役員等が行うものとし

ます。）。 

③ 内部取引（関係会社等からの調達）に関する留意事項 

・本事業の交付申請には、関係会社等※からの調達をしない場合は、その旨を宣誓する宣誓

書を添付してください。 

・本事業の実施に当たり、関係会社等からの調達をする場合は、原則として関係会社等以外

の２者を含めた３者以上の見積の結果から調達額が適正であることを示す資料を提出して

ください。 

・虚偽の申請であった場合は、補助金の交付決定を取り消すことがあります。 

※「関係会社」とは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項で定

めるものをいい、これに補助事業者の役員が役員に就任している法人を含め「関係会社

等」とします。 

④ 事業実施に関する留意事項 

交付決定後、事業実施中に募集要項等に定める要件を満たさなくなり適正に完了されない場

合は、補助金を交付しないことがあります。また、補助金の支払われた事業が、事業完了後

に募集要項等に定める要件を満たさなくなった場合は、合理的な事由があるときを除き、原

則として補助金の返還を求めることとなります。 
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２ 全体設計承認 

 

2.1 全体設計承認申請 

 

事業育成型以外の選定事業において、複数年度にわたる補助事業を行う場合は、補助金の交付申請

までに、補助事業に係る事業費の総額及び補助事業の完了の予定期日等について、下表の書類に記載

し、交付事務局に全体設計の承認を申請してください。 

詳しい申請方法については、交付事務局にご相談ください。 

 

提  出  書  類 様  式 

【指定様式】  

令和 8 年度 スマートウェルネス住宅等推進事業  

住まい環境整備モデル事業全体設計承認申請書 
様式全設 

全体設計表 様式全設別紙 

【添付資料】  

必要な資料 任意様式 

 

2.2 承認の通知 

 

交付事務局は、補助事業者から提出された全体設計承認申請書の内容を審査し、適切であると認め

たときは、当該全体設計を承認し、その旨を補助事業者に通知します。 

なお、全体設計承認において複数年度の計画が認められた場合であっても、全体設計承認は次年度

以降の補助金を保証するものではありませんのでご留意ください。 

 

2.3 全体設計承認を受けた案件における交付申請等について 

 

全体設計承認を受けた案件において、住宅等の整備などが複数年度にわたる場合の交付申請や完了 

実績報告等の取り扱いについては、以下のとおりです。 

手続の詳細については、交付事務局にご相談ください。 

 

2.3.1 共通事項 

① 年度単位で交付申請・完了実績報告を行います。交付申請における初年度の事業完了の期日は、

原則として当該年度末の 3 月 31 日とし、次年度の実施期間は、原則として次年度の４月１日を始

期とします。 

② 年度末又は完了時までに実績出来高に応じた事業費の支払いをしてください。このため、事業費

の支払いが交付申請する各年度の出来高に応じた金額以上となるように、契約書の支払い条件等を

適切に設定してください。 

③ 年度末又は完了時の実績出来高に応じて補助金が支払われます。 
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2.3.2 住宅等の整備の留意点 

 開設等に際して許認可等が必要な施設の整備を行う場合は、全体設計の事業の完了年度（当該許

認可等がなされる年度）に交付申請を行い、補助金を一括して申請して下さい。補助金の支払いに

ついては、許認可等がなされていることを確認した後に行うこととなります。なお、住宅等の整備

の中で許認可等が必要な施設とそれ以外の住宅等が混在し、補助対象事業費を割り振ることができ

る場合は、当該住宅等については、2.3.1①のとおりとすることができます。 

 

2.3.3 ソフト事業の留意点 

① 「技術の検証」並びに「情報提供及び普及」を複数年度にかけて実施する場合は、初年度の交付

申請時に実施内容及びスケジュールを確認するとともに、各年度の交付申請時には実施予定を、完

了実績報告時には実施状況を確認します。 

② 完成した成果物の確認は最終年度の完了実績報告時に行いますが、各年度の完了実績報告時に成

果物の途中経過の報告を求めることがあります。 
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３ 補助金の交付申請 

 

3.1 交付申請者・補助事業者 

 

補助事業は、補助事業者が単独で、または共同で実施することができますが、交付申請は補助事業

者が行ってください。 

なお、補助事業者に属さない者が交付申請を行う場合は委任状を提出してください。 

不明な点は、交付事務局にお問い合わせください。 

補助事業者⇒【注釈】、補助事業の実施体制の類型 ⇒ 巻末資料１ 

 

3.2 交付申請の期限 

 

令和 8 年 12 月 11 日（金） 

※交付申請書の提出期限です。交付申請事前相談の締め切りではありません。ご注意ください。 

 

3.3 交付申請提出先 

 

住まい環境整備モデル事業交付事務局 メールアドレス：model-j@how.or.jp  

 

交付申請手続きにおける区分ごとの事業の取扱いは、下表のとおりです。 

○住宅等の整備 

・「調査設計計画（設計）」と「建設工事、調査設計計画（工事監理）」は、原則として、別々

に交付申請を行ってください。したがって、調査設計計画のうち、設計と工事監理の両方

を補助対象にする場合は、設計と工事監理を分離して契約してください。 

・調査設計計画と建設工事、ソフト事業を一体で交付申請するか別々にするかは、交付事務

局にご相談ください。 

○ソフト事業 

・技術の検証と情報提供及び普及を同一年度に実施する場合、一体で交付申請するか別々に

するかは、交付事務局にご相談ください。 

 

 

 3.4 事業の要件 

 

 交付申請を行うに当たり、選定年度の募集要領に規定されている立地などの事業要件に適合すること

を確認してください。 

 

 

 

 

 

参照☞ 
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3.5 補助金額の決定 

 

3.5.1 補助金決定の手順 

本モデル事業では、モデル事業として選定された事業を補助対象とします。ただし、一部の工事

費目は補助対象外となりますので、別表５～７を参照してください。また、選定にあたり条件を附

された提案事業については、その指示内容に従い交付申請の準備を進めてください。 

補助金の額は、交付申請者が要望した額を交付事務局が審査して決定します。なお、交付事務局

による審査時に、交付申請段階での事業内容を踏まえ、個別の補助要望内容や補助要望額について

調整させていただく場合がございます。その際は交付事務局の指示に従ってください。 

補助対象科目 ⇒ 巻末資料４ 

・別表５：建設工事費等に係る補助対象科目 

・別表６：技術の検証、情報提供及び普及に係る直接経費の補助対象科目 

・別表７：補助対象にならない経費 

 

3.5.2 補助金の算出（子育て公営住宅型以外） 

① 住宅等の整備に要する費用 

イ 調査設計計画に要する費用 

住宅等の整備に係る設計・工事監理費（敷地の測量及び地盤の調査に要する費用、耐震診断

費、劣化調査費(インスペクション)を含む。）の 2／3以内の額 

※ 住宅等の整備を伴わない設計等は、補助対象となりません。 

ロ 建設工事等に要する費用 

ａ）建設・取得の場合 

住宅等（原則、共同住宅（分譲）の住戸専用部分は除く）の建設又は取得に要する費用（直

接建設工事費に要する費用（取得の場合は用地を除く建物の取得に要する費用）を対象とし、

調査設計計画費・造成費・用地費を除く。）の 1／10以内の額 

※ 住宅の整備は、原則として、規模及び構造・設備が別表４に掲げる基準を満たすものとしま

す。この基準を満たさない場合は施設の整備として扱い、戸数によっては補助額の上限を低

減する場合があります。 

 

ｂ）改修の場合 

住宅等（原則、共同住宅（分譲）の住戸専用部分は除く）の改修に要する費用の 2／3以内

の額 

※ 改修とは、既存建築物の規模（床面積や高さ等）を現状の範囲内で実施するものとなりま

す。このため、現状よりも規模を大きくする増築については建設として取り扱うこととなり

ます。 

※ 住宅等の改修に要する費用については、耐震改修等の高齢者等の安全を確保するための改

修に要する費用も対象に含めることができます。 

※ 改修を行う住宅等は、①竣工後 1 年以上経過していること。②昭和 56 年 6 月 1 日以降に着

工した建築物であること。③建築基準法等の関連法令・関連条例に適合する建築物であるこ

と（違反建築物でないこと）。とします（ただし②については、本事業の補助を受けて行う

改修工事において「耐震改修工事を実施する場合」、「既に地震に対する安全性に係る建築

基準法、又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合することが確認されている場合」

又は「本事業の補助を受けて行う改修工事で耐震改修工事を行うことができない特別の事

参照☞ 
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情があり、本事業の補助を受けて行う改修工事後に耐震改修工事を行い、耐震性を確保する

見込みがあると評価事務局が認めた場合」についてはこの限りではありません）。 

 ※ 住宅の整備は、原則として、規模及び構造・設備が別表４に掲げる基準を満たすものとしま   

す。この基準を満たさない場合は施設の整備として扱い、戸数によっては補助額の上限を低 

減する場合があります。 

 
ｃ）補助金の額の上限 

ⅰ）建設・取得の場合 

〇住宅 

住宅の建設にあっては、１戸当たりの補助金の額の上限を 200万円〔上記の①ロ a）

「建設・取得の場合」により算定される補助金の額が 200万円／戸に整備戸数を乗じ

て得た額を超えない場合は当該額〕とします。 

なお、住宅の建設・取得は、原則として、規模及び構造・設備が別表１に掲げる基

準を満たすものとします。この基準を満たさない場合は施設の建設・取得として扱い

ます。 

〇施設 

施設（別表２）の建設にあっては、１施設当たりの補助金の額の上限を 2,000万円

〔上記の①ロａ）「建設・取得の場合」により算定される補助金の額が 2,000万円／施

設を超えない場合は当該額〕とします。 

なお、規模及び構造・設備が別表１に掲げる基準を満たさない住宅を施設として建

設・取得し、その整備戸数が 10戸未満である場合は、1戸あたりの補助金の額の上限

を 200万円〔上記の①ロａ）「建設・取得の場合」により算定される補助金の額が 200

万円／戸に整備戸数を乗じて得た額を超えない場合は当該額〕とします。 

※「子育て住宅型」における施設にあっては、別表２中、「高齢者関連施設」を除く。   

ⅱ）改修の場合 

〇住宅 

住宅の改修にあっては、１戸当たりの補助金の額の上限を 300 万円〔上記の①ロｂ）

「改修の場合」により算定される補助金の額が 300万円／戸に整備戸数を乗じて得た額

を超えない場合は当該額〕とします。 

なお、住宅の改修は、原則として、規模及び構造・設備が別表１に掲げる基準を満

たすものとします。この基準を満たさない場合は施設の改修として扱います。 

〇施設 

施設（別表２）の改修にあっては、１施設当たりの補助金の額の上限を 3,000万円〔上

記の①ロｂ）「改修の場合」により算定される補助金の額が 3,000 万円／施設を超えな

い場合は当該額〕とします。 

なお、規模及び構造・設備が別表１に掲げる基準を満たさない住宅を施設として改

修し、その整備戸数が 10戸未満である場合は、1戸あたりの補助金の額の上限を 300

万円〔上記の①ロｂ）「改修の場合」により算定される補助金の額が 300万円／戸に整

備戸数を乗じて得た額を超えない場合は当該額〕とします。 

※「子育て住宅型」における施設にあっては、別表２中、「高齢者関連施設」を除く。 
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② 技術の検証に要する費用 

提案に係る技術やシステムの検討・検証に要する費用（提案事業に係る調査・検討費やアドバ

イザー委託費等を含む）で、別表６に掲げる経費の 2/3以内の額 

③ 情報提供及び普及に要する費用 

事業における情報提供及び普及に要する費用で、別表６に掲げる経費の 2/3以内の額 

  

3.5.3 補助金の算出（子育て公営住宅型） 

  ① 公営住宅等の改修に要する費用 

イ 調査設計計画に要する費用 

本事業の目的や趣旨に資する公営住宅等のストックの改修に係る設計・工事監理費（敷地の  

測量及び地盤の調査に要する費用、耐震診断費、劣化調査費（インスペクション）を含む。）の 

2／3 以内の額とします。 

ただし、公営住宅等のストックの改修を伴わない設計等は、補助対象となりません。 

ロ 改修に要する費用 

a) 補助率 

「子育て世帯等が住みやすい住戸への改修」及び「子どもを産み育てやすいコミュニティス 

ペース等の生活支援拠点や地域交流拠点などの環境整備」に要する費用の 2／3 以内の額とし  

ます。 

※ 改修を行う公営住宅等のストックは、昭和 56 年 6 月 1 日以降に着工した建築物であることと  

します（ただし、本事業の補助を受けて行う改修工事において「耐震改修工事を実施する場合」、 

「既に地震に対する安全性に係る建築基準法、又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適 

合することが確認されている場合」又は「本事業の補助を受けて行う改修工事で耐震改修工事 

を行うことができない特別の事情があり、本事業の補助を受けて行う改修工事後に耐震改修工 

事を行い、耐震性を確保する見込みがあると評価事務局が認めた場合」についてはこの限りで 

はありません）。 

※ 公営住宅等のストックの改修に要する費用については、耐震改修等の子育て世帯等の安全を確 

保するための改修に要する費用も対象に含めることができます。 

b）補助金の額の上限 

子育て世帯等が住みやすい住戸への改修及び子育て世帯が子どもを産み育てやすい施設

や環境の整備にあっては、1 戸・1 施設当たりの補助金の額の上限を 300 万円〔上記の a）

により算定される補助金の額が 300 万円／戸に改修戸数を乗じて得た額（共同施設の場合は

300 万円／施設）を超えない場合は当該額〕とします。 

② 調査検討に要する費用 

応募事業に係る調査・検討費やアドバイザー委託費等に要する費用で、別表６に掲げる経費の 

2/3 以内の額 

③ 情報提供及び普及に要する費用 

事業における情報提供及び普及啓発に要する費用で、別表６に掲げる経費の 2/3 以内の額 
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3.5.4 補助金額の上限 

交付申請額は、「選定通知書」に定められている「補助金の額の上限」を超えることはできません。 

補助の上限額、補助率 ⇒ 巻末資料３ 

・別表３：1 案件あたりの補助額の上限 

・別表４：事業区分ごとの補助率と補助額の上限 

 

 3.5.5 住宅等の整備に関する補助金算出に当たっての留意点 

「住宅等の整備」を実施する場合、以下の点も併せてご留意いただき、交付申請の準備を進めてく

ださい。 

 ① 「複数戸数の住宅の整備」を行う場合、住宅の補助対象事業費を合算して、補助率による上限額及 

び戸数当たりの上限額の合計を算出し、補助申請額を決定してください。 

② 「複数のシェアハウス（施設扱い）の整備」を行う場合、シェアハウスの補助対象事業費を合算し 

て、補助率による上限額及び施設数当たりの上限額の合計を算出し、補助申請額を決定してくださ 

い。 

③ 「複数の施設（シェアハウスを除く）の整備」を行う場合、施設毎の補助対象事業費をもとに、補 

助率による上限額及び施設数当たりの上限額の合計を算出し、補助申請額を決定してください。 

④ 住宅・シェアハウス・施設を一体として整備する場合、①～③に基づく補助申請額をそれぞれ算出 

し、その合計を全体の補助申請額として記載してください。 

 

 

3.6 交付申請書 

3.6.1 基本的な提出書類 

補助金の交付申請の際に提出が必要な書類は、下表のとおりです。 

提  出  書  類 様  式 

区 分 

調
査
設
計
計
画 

住
宅
等
の
整
備 

技

術

の

検

証 

情
報
提
供
及
び
普
及 

【指定様式】 

選定通知書（写）（本書に添付された文書を含む。） 選定通知書 ○ ○ ○ ○ 

確認書・申告書・誓約書 確申誓 ○ ○ ○ ○ 

委任状（該当する場合のみ） 委任状 ○ ○ ○ ○ 

令和 8 年度 スマートウェルネス住宅等推進事業  

住まい環境整備モデル事業補助金交付申請書 
様式1交 ○ ○ ○ ○ 

補助金交付申請額の算出方法及び事業経費の配分 様式2 ○ ○ ○ ○ 

補助金交付申請額の算出方法の明細①～④ 様式3①～④ ○ ○ ○ ○ 

完了出来高見込算出書（複数年度事業のみ） 様式4 ○ ○ ○ ○ 

技術の検証に関する実施概要書、費用内訳書、積算内訳書 様式5①-②   ○  

情報提供及び普及に関する実施概要書、費用内訳書、積算内訳書 様式5③-④    ○ 

技術の検証に関する賃金内訳書、情報提供及び普及に関する賃金内訳

書 

（該当する場合のみ） 

様式5⑤   ○ ○ 

年度別事業計画内訳書 様式6 ○ ○ ○ ○ 

振込口座登録票 （※補助事業者の名称が確認できる口座に限る。） 様式7 ○ ○ ○ ○ 

参照☞ 
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耐震性能確認書（該当する場合のみ） 様式8-①  ○   

建築基準法等関係法令適合証明書（改修事業のみ） 様式8-②  〇   

【添付資料】 

共同事業実施規約、共同事業者の一覧表・組織図等（共同事業の場合

のみ） 
任意様式 ○ ○ ○ ○ 

設計図書（配置図、各階平面図、立面図、断面図、住戸平面、面積表・

求積図） 
任意様式  ○   

下記に係る積算内訳書または見積書等 

・調査設計計画費（敷地測量・地盤調査、基本設計・実施設計、工事監

理） 

・住宅または施設の新築または改修に係る工事費等 

・技術の検証、情報提供及び普及に係る業務委託料 

任意様式 ○ ○ ○ ○ 

建物取得費確認書類（補助対象として住宅等を取得する場合） 

※ 不動産業者による見積書（写）等を提出。それ以外は交付事務局の

指示 

任意様式  ○   

建築基準法の確認済証（写）（新築事業のみ） 法定様式  ○   

建築士の免許証（写）及び建築士事務所登録証明書等（写） 法定様式 ○ ○   

その他交付事務局が提出を求める書類 任意様式 ○ ○ ○ ○ 

【改修工事を含む事業の添付書類】 

所有・賃貸借等の権利関係を示す資料（子育て公営住宅型の場合は行

政財産使用許可書）、対象建築物の現況図 
任意様式  ○   

改修前の写真   ○   

【技術の検証、情報提供及び普及に係る事業の添付書類】 

賃金内訳書（様式 5⑤）の根拠となる資料（賃金台帳、勤務表）等 任意様式   ○ ○ 

 

3.6.2 ケースに応じた追加提出書類 

①融資内諾証明書 

補助事業を実施するために融資を受けるときは、融資の内諾を証する金融機関発行の書面を提

出してください。なお、金融機関等が書面を発行しない場合には、交付事務局にご相談ください。 

② 実施予定報告書（ソフト事業） 

選定された事業の実施にあたり、「技術の検証」並びに「情報提供及び普及」を複数年度にかけ

て実施する場合は、各年度の交付申請時に「当初」及び「当該交付申請時」の実施内容及びスケ

ジュールが比較可能となる実施予定報告書を作成してください（事業育成型による事業において

も該当する場合は報告書の作成が必要です）。 
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４ 補助事業の実施 

 

4.1 補助事業実施中の留意事項 

補助事業の実施中においては、以下に掲げる事項に留意してください。 

4.1.1 事業の着手 

補助事業の着手は、交付決定通知日以降可能になります。交付決定通知日よりも前に着手した事

業は補助対象になりません。十分ご注意ください。 

補助事業の着手の時期については、建設工事の場合は工事着工日、調査設計計画またはソフト事

業については委託契約の締結日をもって判断します。 

事業に着手したときは、建設工事にあっては工事着手写真を、調査設計計画にあっては設計また

は工事監理に係る業務委託契約書の写しを、技術の検証または情報提供及び普及にあっては事業の

一部である業務の委託契約書の写し（事業着手時に業務委託が発生しない場合は別途交付事務局に

ご相談ください。）を、速やかに交付事務局に提出してください。 

なお、工事着工写真は、交付決定通知日以降、建設工事予定地において、撮影日が判る新聞を掲

示するなどの方法により、交付決定までは着工していないこと及び交付決定通知日以降に着工した

ことを証明できる写真を撮影してください。画質の悪さなどで撮影日が特定できないと補助金交付

の対象外となります。また、ソフト事業において、着手時期や事業期間について疑義が生じた場合、

交付事務局より資料の提出を求める場合があります。調査の結果、事前着手と判断した場合は補助

金交付の対象外となります。ご注意ください。 

事業の着手⇒【注釈】 

4.1.2 適正な経理処理 

補助金交付の条件として補助事業費に対応する支払いの事実を証明する必要があり、支払いの相

手方が発行する請求書及び領収書、補助事業者が支払いの際に金融機関等から発行される送金伝票

の３点がエビデンスの基本になります。 

現金による支払いは、原則として補助対象外になります。補助対象になっている費用の支払いは、

金融機関を通して振込等により行ってください。その際の送金伝票は、金融機関等の第三者が支払

い済みであることを公的に証明する重要な書類になりますので、大切に保管してください。ご不明

な点は、交付事務局にお問い合わせください。 

また、補助事業期間中の事業経費の計上においては、次に掲げる事項を遵守し、適正な経理処理

を心がけてください。 

ⅰ 経費計上は、当該事業に直接必要なものに限ります。補助事業の目的に合致しないものはも

ちろんのこと、補助事業に直接用いたことを特定することができない事務用品等についても

計上することができません。 

ⅱ 経費計上は、補助事業期間中に発生したものに限ります。 

ⅲ 当該事業費は、他の事業費と混同して使用しないでください。補助対象となった事業がどの

部分であるかを明示することができるよう、経理を明確に区分してください。 

上記によるほか、関係法令に即した適正な処理を心がけてください。 

※ 支出内容を証明する書類として、補助事業者の経理処理において通常用いている発注、納品、検収、請求、

支払を確認することができる書類（オンライン支払い等の場合は、取引記録で確認することができれば足

ります。）を備えておいてください。 

完了実績報告時に提出する書類 ⇒ 5.5.1 提出書類 

参照☞ 

参照☞ 
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4.2 補助事業の実施状況報告等 

交付事務局は、補助事業者に対して、適時、補助事業の実施状況に関する報告書の提出等を依頼し、

必要があるときはその進捗状況を調査します。また、交付事務局からの依頼に対し、適切な対応を頂

けない場合は、国土交通省と協議を行い、交付決定を取り消す場合があります。 

 

4.3 事業内容の変更等 

補助事業の内容を変更するとき（事業選定後に補助事業者の都合により補助事業の期間を変更する

場合、やむを得ず補助事業者を変更する場合等を含む。）は、必ず事前に交付事務局に相談し、変更手

続きの要否を確認してください。無断で事業内容を変更した場合は、補助金が交付されないことがあ

ります。また、すでに補助金が交付されている場合には、当該補助金の返還を求めることがあります。 

 

4.3.1 補助事業費の変更 

平面計画の変更等による戸数の増減や工法の変更等により事業費の増減が生じ、補助事業に要す

る費用を変更する場合は、交付変更承認申請を行ってください。 

※戸数の追加に伴う変更承認申請の場合は、選定された事業年度ごとの戸数が上限になります。 

※複数年度にわたる事業の変更は、全体設計承認申請についても交付事務局にご確認ください。 

① 交付変更承認申請書類 

下表により補助金交付変更承認申請書及び関係書類を作成してください。必須様式及び添付資

料は、概ね交付申請と同様です。 

提  出  書  類 様  式 

【指定様式】  

令和 8 年度 スマートウェルネス住宅等推進事業 

住まい環境整備モデル事業補助金交付変更承認申請書 
様式 1 変 

申請に必要な右欄の様式は、交付申請と同様です。 様式 2～6 

国庫補助金受入調書 様式 15 

【添付資料】  

添付資料は、交付申請と同様です。変更予定事業に応じて必要な資料を作成してください。 

なお、設計図書は、前回の交付申請時から追加・変更分のみ提出してください。 

 

② 交付変更承認申請手続きの時期 

交付申請額の変更については、令和 8 年度内に交付変更承認申請の手続きを経て、変更承認を

受けなければなりません。速やかに変更承認申請手続きの準備をして、早めに事前相談を始めて

ください。  
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③ 留意事項 

交付変更承認申請においては、次の事項に留意してください。 

・選定通知書の内容と異なる変更は認めません。また、補助金交付申請額の増額変更の場合、

選定通知書別紙に記載されている「補助金の額の上限」を超えることも認めません。 

・完了検査時において、選定された提案事業と異なる内容になっていると判断されたものにつ

いては、補助対象外になります。事業内容を変更する場合は、必ず事前に交付事務局に相談

のうえ、変更承認申請等を行ってください。 

 

4.3.2 経費の配分の変更 

交付決定額を変更しないで補助対象項目間の経費の配分（様式 2）の変更を行う場合は、あらか

じめ交付事務局にご相談ください。 

なお、経費の配分を変更できるのは、選定通知書の内容に影響を及ぼさない場合に限ります。 

 

4.3.3 申請の取下げ、補助事業の中止・廃止等 

補助事業者は、交付決定通知書を受領後、諸事情により交付申請を取り下げ、または補助事業の

中止・廃止等をする場合は、事業廃止承認申請書を交付事務局に提出する必要があります。また、

交付決定内容の不服により取下げるときは、所定の期日内に行う必要があります。事前に、交付事

務局にご相談ください。 

なお、複数年度にわたる補助事業において、中間年度で出来高分の完了実績報告を行って補助金

を受領した場合において、補助事業を中止又は廃止する際には、過年度に支払われた補助金の返還

が必要となることがありますのでご注意ください。 
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５ 完了検査 

 

5.1 完了実績報告書の提出期限 

 

令和 9 年 1 月 29 日（金） 

※１ 完了実績報告書の提出期限です。完了実績報告の事前相談の締め切りではありません。

ご注意ください。 

※２ 事前相談は、令和 8 年 11 月～12 月に開始してください。完了実績報告書が期限内に到    

達しないと、変更申請が必要になる場合や、補助金の支払いができなくなる場合があり 

ます。余裕をもって事前相談を始めてください。 

 

5.2 完了実績報告書の提出先 

 

住まい環境整備モデル事業交付事務局 メールアドレス：model-j@how.or.jp 

 

5.3 完了実績報告時の条件 

 

完了実績報告は以下の２点が完了していることが条件となります。 

・交付決定を受けた補助対象事業が完了していること 

 （開設等に際して許認可等が必要な施設の場合は、当該許認可等がなされていること） 

・補助対象事業の実施事業者、協力業者への支払いが完了していること 

※事業が複数年にわたる場合で、当該年度が出来高分の事業となる場合も同様です。 

 

5.4 完了実績報告時の留意点 

 

事業費の総額が交付申請時より増額になったとしても、交付申請または交付変更承認申請による

交付決定額を超えて補助金が交付されることはありません。 

また、交付決定以降に交付決定の内容に変更（軽微な変更を除く。）があったにもかかわらず、

変更事項を報告せず、または交付変更承認申請をせず、それによって選定された提案事業と異なる

内容になったと判断されたときは、補助対象外となる場合があります。ご注意ください。 

書類作成における疑問点等は、交付事務局にご相談ください。 
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5.5 完了実績報告書 

 

5.5.1 提出書類 

完了実績報告の際に提出が必要な書類は、次表のとおりです。 

提  出  書  類 様   式 

区 分 

調
査
設
計
計
画 

住
宅
等
の
整
備 

技
術
の
検
証 

情
報
提
供
及
び
普
及 

【指定様式】 

令和 8 年度 スマートウェルネス住宅等推進事業  

住まい環境整備モデル事業補助金完了実績報告書 
様式 1 完 ○ ○ ○ ○ 

補助金精算調書 様式 9 ○ ○ ○ ○ 

科目別決算内訳 様式 10 ○ ○ ○ ○ 

科目別決算内訳書の明細①～④ 様式 11①～④ ○ ○ ○ ○ 

完了出来高算出書（複数年度事業のみ） 様式 12 ○ ○ ○ ○ 

技術の検証に関する完了概要書、費用精算書、費用精算内訳書 様式 13①～②   ○  

情報提供及び普及に関する完了概要書、費用精算書、費用精算内訳書 様式 13③～④    ○ 

技術の検証に関する賃金精算書、情報提供及び普及に関する賃金精算書（該

当する場合のみ） 
様式 13⑤   ○ ○ 

年度別事業計画内訳書 様式 14 ○ ○ ○ ○ 

国庫補助金受入調書 様式 15 ○ ○ ○ ○ 

請求書 様式 16 ○ ○ ○ ○ 

建築基準法の検査済証（写）、または工事出来高確認報告書 

※ 完了検査を行ったときは検査済証（写）を提出。 

改修等で完了検査がない場合または工事途上の場合における完了実績報

告には、工事出来高確認報告書を提出。複数の住宅改修工事等の場合は、

住宅改修を行った建築主ごとに提出。 

検査済証は法定

様式。出来高確

認報告書は様式

17①② 

 ○   

工事内容証明書 様式 18  ○   

耐震改修工事確認書（該当する場合のみ） 様式 19  ○   

耐震改修工事の実施確約書（該当する場合のみ） 

※ 提案選定時に、「本事業の補助を受けて行う改修工事で耐震改修工事を行

うことができない特別の事情があり、本事業の補助を受けて行う改修工事

後に耐震改修工事を行い、耐震性を確保する見込みがあると評価事務局が

認めた場合」に限る。 

様式 20  ○   

建物基本情報・写真 様式 21  ○ ○ ○ 
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提  出  書  類 様   式 

区 分 

調
査
設
計
計
画 

住
宅
等
の
整
備 

技
術
の
検
証 

情
報
提
供
及
び
普
及 

【添付資料】 

建築基準法の確認済証（写） 

※ 調査設計計画において建築確認が必要な場合のみ 

法定様式 
○    

工事監理報告書 

※ 住宅等が交付申請の内容に沿って整備されたことを証明するため、完了

実績報告の対象期間において工事監理を行った建築士による工事監理報

告書（建築士法第 20 条第３項の規定により建築主に報告する法定文

書）を提出 

法定様式 

 ○   

適正運用確認書類 

※ 補助対象住宅・施設の開設・運営内容確認資料として、許認可通知書等

の写し、運営規程、利用規約、重要事項説明書、施設パンフレット等を提

出。住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅（セーフティネット住宅）等を整

備する場合は、当該登録通知の写しを併せて提出。 

※ 子育て公営住宅型で行政財産使用許可書を提出済みの場合には、本書類

は不要。 

任意様式 

 ○   

建物取得費確認書類（補助対象として住宅等を取得する場合） 

※ 売買契約書（写）と不動産鑑定士による不動産鑑定評価書（写）または

固定資産評価証明書（写）を併せて提出。それ以外は交付事務局の指示 

任意様式 

 ○   

設計図書 

※調査設計計画：耐震診断・劣化調査（インスペクション）を行った場合は

報告書共 

※住宅等の整備：変更があった部分のみ  

任意様式 

○ ○   

建築士の免許証（写）及び建築士事務所登録証明書等（写） 法定様式 ○ ○   

事業費の総額が確認できる契約書及び内訳表 

※ 事業内容変更等で総額が交付申請時より減額になったときは変更部分の

内訳明細書を必ず提出。それ以外は交付事務局の指示 

任意様式 

○ ○ ○ ○ 

事業費に対応する支払いに係る請求書、領収書及び送金伝票（写） 

※ 送金伝票とは、支払い済みであることが金融機関等の第三者により公的

に証明できる書類。現金による支払いは原則として補助対象外 

任意様式 

○ ○ ○ ○ 

【技術の検証、情報提供及び普及に係る事業の添付書類】 

実施結果報告書（原則として評価事務局 HP に掲載予定） 任意様式   ○ ○ 

直接経費に係る実績資料 任意様式   ○ ○ 

【その他の添付書類】 

交付事務局が提出を求める書類 任意様式 ○ ○ ○ ○ 

 

5.5.2 完了実績報告時の書類作成ポイント 

① 完了概要書及び実施結果報告書（ソフト事業） 

「技術の検証」並びに「情報提供及び普及」を複数年度にかけて実施する場合は、各年度にお

いて完了概要書を作成するとともに、事業の完了する最終年度には、過年度分の検証を含む事業

全体に係る実施結果報告書を作成してください。 

なお、各年度において、完了概要書をもとに事業の実施状況を確認し、交付申請時に提出され



- 23 - 

た実施予定報告書に対して進捗が遅れている場合には、その理由や改善策を求めることがありま

す。 

 

② 直接経費に係る実績資料（ソフト事業） 

技術の検証、情報提供及び普及にあっては、直接経費に係る実績資料として、原則として請求

書、領収書、送金伝票の写しの 3 点（支払いのエビデンス）のほか、必要に応じて次の書類を提

出してください。 

また、この他にも交付事務局から提出を求めることがあります。事前にご相談ください。 

 

【提出例】 

賃 金 等：雇用契約書写し及び氏名・勤務日数（例えば、○月～○月分、○日分、○時間分）・

金額・目的を記した勤務実績一覧表（業務日報、月次出勤簿・業務記録等）。この

ほか、補助事業のための勤務実績に対応する賃金支払いの証しとなる給与明細書、

給与台帳、給与振込伝票等。 

旅 費：氏名、期間、金額、行先、目的を記した旅費支出一覧表 

備品購入費：物品の購入経緯がわかる証拠書類（領収書等） 

委 託 料 等：支出金額がわかる証拠書類（契約書等） 

※ 全体設計承認を受けて、契約を複数年度にまたぐ場合は、当該年度分の補助金交

付申請額に対応する支出金額が確認できる書類 

そ の 他：物品をリースで調達したときは経緯がわかる書類（契約書等） 

 

③ 提出する写真について 

添付すべき「物件等の写真」は、補助事業の内容に応じ、原則として次のとおりです。写真に

ついても申請書類の書式に貼付または印刷のうえ、撮影日付と撮影対象の内容がわかる説明を付

してください。 

○建物外観の写真   5 点以上 

四周および遠望、建物エントランスなどを含む 

○建物内観の写真   必要数 

主要な室（エントランス／事務室等）、共用部分、高齢者生活支援施設、階段、 

エレベーターを含む 

○交付申請時の要件をみたしていることを説明できる写真   必要数 

タイプ別住戸内観、各戸の台所／便所／収納設備／洗面設備／浴室／床段差の状況／ 

手すりの状況／廊下／出入口、共同利用の台所／収納設備／浴室等 

○改修の場合にあっては、次の写真も必要です。 

改修箇所について改修前後の写真（改修前後を組にして対比できる配置に整理してください） 

改修前後の確認が出来ない場合、補助対象とならないことがありますので注意してください。 

なお、前後の内容が確認できるよう撮影角度を合わせるよう努めてください。 

○技術の検証 

・実施時の様子がわかる写真等 …必要数 

・一時的な住宅等を用いた場合は、外観の写真、内観の写真 …各 1 点以上 

○情報提供及び普及 
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・実施時の様子がわかる写真等 …必要数 

・一時的な住宅等を用いた場合は、外観の写真、内観の写真 …各 1 点以上 

・展示用模型等を用いた場合は、外観の写真 …1 点以上 

 

 

5.6 現地調査 

交付事務局は、提出された完了実績報告書及び添付書類等の審査と並行して、現地調査について補

助事業者と日程調整をしたうえで、「現地調査実施のお知らせ」を送付します。 

現地調査は、次の要領で実施します。 

① 調査内容：現地調査は、書類調査及び現場調査とする。なお、書類調査は提出書類の原本確認、

現場調査は目視による対象建物の補助適格性の確認を基本とする。 

② 調査結果：現地調査終了後、「現地調査結果報告書」で調査結果を相互確認する。 

この調査の結果、適正に事業が完了していないことが確認された場合、是正しない限り補助金が交 

付されません。また、この調査の実施を拒まれる場合も、補助金が交付されないことになりますので 

 ご注意ください。 

なお、現地調査は、直接現地に赴いて実施するのが基本ですが、事情により遠隔により実施するこ

とがあります。その場合は、交付事務局から事前に調整とお知らせをしますので、適切に対応してく

ださい。 

 

 

 

 ６ 補助金の支払い 

 

6.1 補助金の支払い 

補助金の額を確定した後、交付事務局から交付申請者に補助金が支払われます。モデル事業の補助

金の額の確定は、補助事業が実施され当該請負工事の支払いが全て整ったあと、かつ、開設に際して

許認可等が必要な施設の許認可等がなされていることを確認した後となります（全体設計承認を受け

る等により、当該年度が出来高分の事業となる場合は、出来高に見合う補助事業が実施されたことを

確認後となります。ただし、開設に際して許認可等が必要な施設の場合は、これに加えて当該許認可

等がなされていることを確認後となります）。 

１）支払時期 

補助金の支払い時期については、工事が完了次第、完了実績報告書を提出し、補助金の額の確定の

翌月末以降に補助金が支払われる予定です。令和 8 年度内に支払われるためには、令和 9 年 1 月 29

日（金）までに完了実績報告書を提出する必要があります（この場合、令和 9 年 3 月末支払予定）。 

なお、事業の進捗状況、事務手続上の都合等により多少の遅れが生じる場合も想定されますのでご

了承ください。 

２）振込先 

補助金は、登録した口座に振り込まれます。ただし、登録できる口座は補助事業者のものに限られ
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ます。 

※振込手続きに日数を要するため、請求書は完了実績報告書の提出時に添付してください。ただし、完了実績報告に対す

る審査により補助額が変更される場合に、交付事務局から連絡のうえ、額を変更した請求書を再提出していただく場合

があります。 

 

７ 補助事業の実施中及び完了後における留意事項 

 

7.1 補助事業で取得等をした物の取扱いについて 

 

補助事業において取得等をし、または調達した物の取り扱いについては、その物が下記の➀、②の

いずれに該当するかをあらかじめ判断し、それぞれの留意事項を参照してください。不明な点は、交

付事務局にお問い合わせください。 

なお、補助対象財産の処分については、「スマートウェルネス住宅等推進事業等により取得した財

産等の取扱いについて（令和 7 年 3 月 31 日付け国住心第 394 号）」の規定が適用されますので、補

助事業の実施にあたって必ずご確認ください。 

 

① 補助事業により取得し、または効用の増加した財産 

補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産にあって、取得価格または

効用の増加価格が単価 50 万円以上のものは、国土交通大臣の承認を受けないで補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等はできませ

ん。 

この規定に違反した場合は、交付を受けた補助金の全額返納の処分を受けることがあります。 

 

② 補助事業の実施手段として調達する備品 

補助事業を実施するために調達する事務機器、市販のソフトウェア、デジカメ等で、原型のま

ま比較的長期の反復使用に耐え、他の用途に転用可能な備品にあって、取得単価が 2 万円以上の

ものはリースにより調達してください。 

当該備品を購入により調達した場合は、補助事業が完了した時点で残存物件として扱われ、原

則として、残存価額に応じた額の返還義務が生じます。 

 

 

7.2 書類の整備及び保管について 

 

当該補助事業が会計検査院や交付事務局による検査の対象となった場合には、関係資料の請求や現

地検査が行われますので、補助事業に関する書類（委託等に係る契約関係書類、請求書及び領収書等

の経理処理関係書類を含む）の整理・保存が必要です。補助事業に関する書類が保存されておらず、

適正な執行を確認することが困難な場合は、原則、補助金を返還していただきます。 

※保存期間：本整備事業の補助金の交付を受けた年度終了後 10 年間 

  



- 26 - 

7.3 補助事業の実施後について 

交付申請者には、補助事業の実施後少なくとも 10 年間程度、補助要件への適合性や補助対象とな

った住宅等の利用状況・管理状況等について、定期的な報告を求めるとともに、必要に応じて国土交

通省、評価事務局が調査を行います。その際、補助対象となった住宅・事業者等への現地検査等を行

うことがあります。こうした調査の実施を拒まれる場合は、補助金の返還を求める場合がありますの

でご注意ください。 

現地調査等により、補助対象となった住宅等が補助要件等に適合しないことが判明した場合や善管

注意義務に違反した場合には、交付決定の取消し、補助金の返還等を求めることがあります。 

また、事業の運営状況に関する調査・評価のために、事後のアンケートやヒアリングを依頼するこ

とがあります。 

※善管注意義務：補助を受けた者は、当該補助事業により取得し、または効用の増加した財産について、補助事業の
完了後においても善良な管理者の注意をもって管理することが求められます。 

 

7.4 会社再編等に伴う補助事業の承継に係る手続き 

合併・買収、統廃合及び分社化等に伴い、補助事業に係る権利義務の承継または移転が発生すると

きは、事前に交付事務局にご相談ください。 

 

7.5 交付決定の取消、補助金の返還、罰則等について 

交付要綱等に反する行為があったときは、次に掲げる措置が講じられ得ることに留意してください。 

○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（以下この項において「適正化法」という。）第

17 条の規定による交付決定の取消、第 18 条の規定による補助金等の返還及び第 19 条第 1 項の

規定による加算金の納付 

○適正化法第 29 条から第 32 条までの規定による罰則 

○国土交通省住宅局所管の補助事業において、交付決定取消相当の事由により補助金返還を求めら

れた事業者に対する相当期間の申請制限 

※申請制限に関するお問い合わせは、下記まで個別にお問い合わせください。 

国土交通省住宅局安心居住推進課 担当：高齢者住宅企画係 

電話：03-5253-8111  内線：39856、39857 

     

7.6 定期報告の実施 

補助事業者には、補助事業により取得した財産について、事業（工事）完了後、原則として 10 年

間、補助要件への適合性や補助対象となった住宅等の利用状況・管理状況等に関する定期報告を求め

ます。 

※定期報告に関するお問い合わせは、下記まで個別にお問い合わせください。 

国土交通省住宅局安心居住推進課 担当：高齢者住宅企画係 

電話：03-5253-8111  内線：39856、39857 
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7.7 モデル事業のフォローアップ 

 

補助事業者は、提案申請書に記載した取組みの実施による効果の検証を行い、その結果の情報提供・

普及啓発に努めてください。また、評価事務局等から依頼する次の事項にご協力ください。 

① 事業フォローアップ調査の対象に選定した補助事業に対しては、ヒアリング調査、現地視察調

査を行います。フォローアップ調査の成果は公表する予定です。 

② 年に 1 回程度開催する事業者交流会への参加を呼びかけられたときは、可能な限り参加し、事

業の実施・運営状況等に関する取組の成果等の報告、意見交換等をしてください。 

③ 補助事業者は、ホームページ等を活用して積極的に情報提供を行い、評価事務局にも情報提供

してください。評価事務局ではホームページにリンクを張る等により対外的に情報提供します。 

④ 各事業内で浮かび上がった課題の原因分析等の現状把握を行い、制度改善を含めたさらなる施

策展開に実際の声を反映するため、補助事業者（代表提案者）に対するアンケート調査を国土交

通省より実施しておりますので、積極的にご協力ください。 

また、高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に関する調査・評価等のためのヒアリン

グ及び国土交通省等が開催するシンポジウム等における講演等を依頼することもありますので、

可能な限りご協力ください。 

 

7.8 情報の取扱い等 

 

1）補助事業等の公表 

普及促進を目的に広く補助事業の成果について紹介するため、シンポジウム、パンフレット、ホ

ームページ等において、事業の内容・報告された内容に関する情報を用いることがあります。 

2）個人情報の利用目的 

取得した個人情報については、交付申請等に係る事務処理に用いる他、セミナー・シンポジウム・

アンケート等の調査について用いることがあります。 

また、同一の交付申請に対し国から他の補助金を受けていないかを調査するために用いることが

あります。 

なお、本事業において交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還が生じた場合には、本申

請に係る個人情報について他省庁・独立行政法人を含む他の補助金担当課に当該返還事案の概要（法

人又は申請者名、補助金名、交付決定額・補助事業の実施期間・返還を生じた理由・講じられた措置

の内容等）を提供することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 

８ 補助事業の運用 

 

8.1 お問い合わせ 

本要領をはじめ交付申請等の事務手続き、または選定内容に関するご不明点は、下記までお問い合

わせください。 

【交付申請等に関する問い合わせ】 

交付事務局（住まい環境整備モデル事業交付事務局） 

・電子メールアドレス：model-j@how.or.jp 

※件名は、冒頭に「選定年度と代表提案者名」を記してから個別標題を記入してください。 

例 「R8○○：完了報告書の提出について」 

・TEL：03-6280-8113 

受付時間（土日・祝日、年末年始を除く）：9：30～12：00 13：00～17：00 

（原則として、電子メールでご連絡ください。） 

【選定内容に関する問い合わせ】 

評価事務局（住まい環境整備モデル事業 評価事務局） 

お問い合わせフォーム：https://100nen-sw.mlit.go.jp/contact/ 

メールアドレス：info[atmark]100nen-sw.mlit.go.jp（[atmark]を@に変えて送付してください。）・

TEL：03-5843-0380 

受付時間（土日・祝日を除く）：10:00～12:30、13:30～17:00 

（ただし受付時間でも不在にする場合がありますので、ご了承ください。） 

 

8.2 関連法令・規則・規程等 

本要領によるほか、補助事業に関する事項は、次の各号に掲げる法令、規則等の定めるところにし

たがってください。なお、これらの情報は、住まい環境整備モデル事業評価事務局のホームページ

（http://100nen-sw.mlit.go.jp/）からダウンロードすることができます。 

① 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号） 

② 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号） 

③ 国土交通省所管補助金等交付規則（平成 12 年総理府・建設省令第 9 号） 

④ 補助事業等における残存物件の取扱いについて（昭和 34 年 3 月 12 日付け建設省会発第 74 号建

設事務次官通達） 

⑤ 公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて（昭和 34 年 4 月 15 日付け建設省住発第

120 号住宅局長通達） 

⑥ 建設省所管補助事業における食糧費の支出について（平成 7 年 11 月 20 日付け建設省会発第 641

号建設事務次官通知） 

 ⑦ スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱（令和 8 年 4 月 7 日付け国住心第 415 号） 

⑧ スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付規程（住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業及

び人生 100 年時代を支える住まい環境整備モデル事業）（令和 8 年 4 月 15 日付け） 

⑨ スマートウェルネス住宅等推進事業等により取得した財産等の取扱いについて（令和 7 年 3 月

31 日付け国住心第 394 号） 

⑩ その他関連通知等に定めるもの 

https://100nen-sw.mlit.go.jp/contact/
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巻 末 

 

■資料１-補助事業の実施体制 

 

◇ 補助事業の実施体制の類型 

補助事業の実施体制として一般的に想定されるケースは以下のようになります。 

補助事業を複数の者が共同で行う場合、共同事業者同士の関係は共同事業者同士で決定し、規約等

を締結し、交付申請書類と併せて規約等を届け出てください。 

なお、補助金は、補助事業者名義の口座に一括して振り込まれます。 

(1) 補助事業者と建築主等が同一の場合 

① 単独提案の場合 

 

 

 

 

 

② 共同提案の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 補助事業者と建築主等が異なる場合（共同提案） 

※補助対象となるのは補助事業者が発注した工事等に限る（建物所有者が発注した工事等につい

ては補助対象外とする）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

契約 

提案者・補助事業者 

(グループ) 

交付事務局 

国土交通省・ 

評価事務局 提案者・補助事業者 

(建築主) 

提案・選定 

交付申請等・ 

補助金の支払い 

交付事務局 

国土交通省・ 

評価事務局 【代表者】 

事業者 A 

提案・選定 

交付申請等・ 

補助金の支払い 

事業者 B 

事業者 C 

（建築主） 

提案者・補助事業者 

(グループ) 

交付事務局 

国土交通省・ 

評価事務局 【代表者】 

事業者 A 

提案・選定 

交付申請等・ 

補助金の支払い 

事業者 B 

事業者 C 

建物 

所有者 



- 30 - 

◇共同事業実施規約の作成例 

 

下記の規約は例示です。これを参考にして、当事者間で作成してください。 

なお、規約から派生したトラブルは、当事者間で解決していただくことになりますので、慎重に作

成してください。 

住まい環境整備モデル事業補助における「○○○住宅（提案名○○）」共同事業実施規約 

 

年  月  日 

 

甲：補助事業者（代表者） 氏名○○○○  住所            

乙：共同事業者（建築主） 氏名○○○○  住所            

 

（総則） 

第１条 甲と乙は、本規約により建築する建物（以下「本建物」という。）が、国土交通省所管の

住まい環境整備モデル事業補助金（以下「本補助金」という。）の交付要件を満たすことを前提

に設計された建物であり、本補助金の交付を受けるための所要の手続きを両者が協力して行う

ことを確認する。 

２ 本事業において補助対象とする費用について、本事業補助以外の国費を含む補助金（負担金、

利子補給金並びに補助金適正化法第２条第４項第１号に掲げる給付金及び同項第２号に掲げる

資金を含む。）及び介護保険給付または医療保険給付の対象費用を含むものでないことを確認す

る。 

３ 甲と乙は、本事業について、本補助金受領後 10 年間の善管注意義務を負うものであることに

留意するとともに、本補助金交付の要件として本建物を一般公開する手続きが必要になること

を承認し、これを両者が協力して実施するものとする。 

 

（交付申請等） 

第２条 本事業を実施するにあたり、甲と乙は次の役割を担うこととする。 

甲： ○○○ 

乙： ○○○ 

２ 本補助金の交付申請から受領に要する諸手続きは、甲と乙を代表して甲が行うものとする。 

 

（補助金の受領） 

第３条 本補助金の受領については、甲と乙を代表して甲が行うものとする。 

 

（補助金の清算） 

第４条 甲は、前条の規定によって受領した補助金の全部（または一部）を乙に直ちに支払うも

のとする。 

２ 乙は、甲から受領した補助金を本補助事業に係る支払い等で清算した後、その清算内容につ

いて速やかに甲に通知するものとする。 

 

（不交付の場合等） 

第５条 補助金の交付申請にもかかわらず補助金の不交付が確定した場合には、交付を前提とし

て定めた建築工事請負代金の支払いについては、甲と乙が誠実に協議するものとする。 

２ 甲と乙は、最終的な補助金の額については、完了実績報告の審査及び現地調査の後に、交付

決定通知書の「補助金の交付決定額」を上限として確定するものであることを確認する。 

 

 
※ 第４条（補助金の清算）は、受領した補助金の受け渡しを共同事業者間で行う場合の文例です。単なる共同事業

で、共同事業者間で補助金の受け渡しがない場合、この条項は不要です。 
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■資料２-住宅と施設の区分 

別表１：住宅確保要配慮者向け住宅（一般住宅）の規模、構造・設備に係る登録基準（標準） 

（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第 10 条、第 11 条引用） 

【規模の基準】 

新築住宅の場合：各居住部分が床面積 25 ㎡（共用部分に 共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくは

シャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあって

は、18㎡）とする。 

既存住宅の場合：各居住部分が床面積 18㎡（共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシ

ャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあって

は、13㎡）とする。 

※既存住宅とは、建設工事の完了の日から起算して 1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。 

【構造及び設備の基準】 

原則として、各居住部分が台所、便所、収納設備および浴室またはシャワー室を備えたものであることとする。ただし、共用部

分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室ならびにシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場

合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、 各居住部分が台所、収納設備または浴室ならびにシャワー室を備

えたものであることを要しない。 

※実際の適用基準は、計画建物が所在する各地方公共団体の賃貸住宅供給促進計画に定めるところによる。 

 

 

 

 

別表２：高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する施設 

 対象となる施設 

高
齢
者
生
活
支
援
施
設 

高齢者の生活を支援する施設 

例） ＊介護保険法に基づく訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション

事業所、居宅療養管理指導事業所、通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事

業所、短期入所療養介護事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所、夜間対応型訪問介護

事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、居宅介護支援事業所（介護予

防事業所を含む）、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護（複合型サ

ービス）、介護予防支援事業所 等 

＊健康保険法に規定する訪問看護事業の用に供する施設 等 

＊医療法に規定する病院または診療所（高齢者等の居住の安定確保に資する診療科目に該当する場合に限

る。） 等（病院または診療所の補助対象部分は診療機能部分に限る。） 

 

障
害
者
福
祉
施
設 

障害者の生活を支援する施設 

例） ＊児童福祉法に規定する障害児入所施設、児童心理治療施設 等 

＊障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業（生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労

継続支援等）、障害者支援施設（施設入所支援及び施設障害福祉サービス）、共同生活援助（グループホー

ム）、一般相談支援事業、特定相談支援事業、地域活動支援センター、福祉ホーム 等 

＊身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業、身体障害者福祉センター 等 

 

子
育
て
支
援
施
設 

子育て世帯の生活を支援する施設 

例） ＊児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設、障害児通所支援

事業（児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援（地方単独事業

を除く））、障害児相談支援事業（障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助）、児童自立生活援助事

業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、家庭的

保育事業、小規模保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、保育所、幼保連携型認定こども園、

児童厚生施設、児童発達支援センター、児童家庭支援センター、こども家庭センター 等 

＊母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子・父子福祉センター、母子・父子休養ホーム 等 

＊社会福祉法に規定する隣保事業の用に供する施設 等 

＊公的助成に基づき運営される育児事業に供するスペースまたは住民等の自主運営による共同育児活動の場

に供するスペース 等 

 
シ
ェ
ア 

ハ
ウ
ス 

高齢者・障害者・子育て世帯等の居住の用に供する施設 

（住戸の規模または構造・設備が別表 1に掲げる基準を満たさない住宅）              
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そ
の
他 

上記の他、次に掲げるような高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する施設 

＊総合生活サービス窓口 

＊情報提供施設 

＊生活相談サービス施設 

＊食事サービス施設 

＊交流施設 

＊健康維持施設 等 

 

※ 各施設には、付随する収納施設等を含むものとする。 

※ 介護保険法に規定する介護保険施設（指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び

介護医療院）は補助対象としない。 

※ シェアハウス（共同居住型賃貸住宅）を整備する提案については、その規模及び構造・設備が、原則として各地方公共団体

の「住宅確保要配慮者共同居住型専用住宅登録基準」に適合するものとする。                            

※ 住宅確保要配慮者専用住宅として登録予定がない等の理由により、「住宅確保要配慮者共同居住型専用住宅登録基準」

に適合しないシェアハウスを整備する提案については、国土交通省による選定段階等で改めて精査を行い、計画の一部変

更等の調整を求めることがある。 

※ 「住宅確保要配慮者共同居住型専用住宅登録基準」に適合しないシェアハウスを整備する提案であっても、各提案内で掲

げる入居対象者に対し、居住環境の向上に向けた配慮及び劣悪な居住環境とならないような配慮等を行うこと。 

※ エレベーターや共用廊下等は単独の補助対象施設としては取り扱わない。また、同一種別、同一運営と見なされる施設は

原則同一施設と判断する。 
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■資料３-補助の上限額、補助率   

 

本補助事業においては、1 案件あたりの補助額と事業区分ごとの補助額の上限が定められている。 

別表４は、事業提案時の上限額設定のほか、交付申請時及び完了実績報告時の補助額算定にも用いる。 

 

別表３：１案件あたりの補助額の上限 

提案事業区分 補助額の上限 

課題設定型・事業者提案型・ 

子育て住宅型・子育て公営住宅型 
3 億円／案件 

事業育成型 500 万円／案件 

 

別表４：事業区分ごとの補助率と補助額の上限＜項目ごとの補助上限額＞ 

事業区分 
補助額の上限 

備考 
建設・取得※5の場合  改修※４の場合 

(1)
住
宅
等
の
整
備
に
要
す
る
費
用 

①調査設計計画に 

要する費用 

補助額≦住宅等の整備に係る設計･工事監理費※１･

×2/3 

住宅等の整備を伴わない設計等

は補助対象外。 

②
建
設
工
事
等
に
要
す
る
費
用

※２ 

全体 
補助額≦住宅等の建設・

取得に要する費用×1/10 

補助額≦住宅等の改修

に要する費用×2/3 

直接建築工事費に要する費用が

対象（調査設計計画費、造成費、

用地費は除く）。原則、共同住宅

（分譲）の住戸専用部分は除く。 

内
訳
ご
と 

住
宅 

1 戸当たりの補助金の

額の上限は 200 万円 

1 戸当たりの補助金の

額の上限は 300 万円 
－ 

施
設 

1 施設当たりの補助金

の額の上限は 2,000 万

円 

1 施設当たりの補助金

の額の上限は 3,000 万

円 

－ 

(2)

技 術 の 検 証 に 要 す る 費 用 ※ ３ 

補助額≦補助事業に係る技術やシステムの検討・

検証に要する費用×2/3 

補助事業に係る調査・検討費や

アドバイザー委託費等を含む。

補助対象項目は直接経費 

(3)

情報提供及び普及に要する費用 

補助額≦補助事業における情報提供及び普及に要

する費用×2/3 
補助対象項目は直接経費 

※１敷地の測量及び地盤の調査に要する費用、耐震診断費、劣化調査費（インスペクション）を含む。 

※２「住宅の整備」は、原則として、規模及び構造・設備が資料 2 に掲げる基準を満たすものとする。この基準を満たさ

ない場合は「施設の整備」として扱い、その整備戸数が 10 戸未満である場合は「住宅の整備」における 1 戸あたり

の上限額を適用する。 

※３検証実験または情報提供等に際して、一時的に設ける住宅等の整備を行う必要がある場合は、整備費×実験に要する

期間（年）/10（年）の費用を補助対象とし、上表(1)の補助率、上限額を適用する。 

※４改修する住宅等は、①竣工後１年以上経過していること。②昭和 56 年 6 月 1 日以降に着工した建物であること。た

だし、本補助事業で行う改修工事において耐震改修工事を実施する場合、既に地震に対する安全性に関する法令・条

例の規定に適合することが確認されている場合、または本補助事業で行う改修工事で耐震改修工事を行うことができ

ない特別の事情があり、本補助事業で行う改修工事後に耐震改修工事を行って耐震性を確保する見込みがあると評価

事務局が提案選定時に認めた場合はこの限りでない。③建築基準関係法令・条例に適合する建築物であり、違反建築

物でないこと。 

※5取得費を補助対象とする住宅等は、事業の交付決定後に売買契約を締結するものに限る。 
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■資料４-補助対象科目 

 

別表５：建設工事費等に係る補助対象科目 

科  目 説           明 

調査設計計画費 住宅及び施設の整備に伴う設計・工事監理費（敷地の測量及び地盤の調査に要する費用、耐震診断

費、劣化調査費(インスペクション)、建築基準法適合状況調査費、アスベスト調査費、電波障害調査

費等を含む）をいう。ただし、確認申請料や工事保険料等を除く。 

建築工事費 
主体工事費 

建築主体の工事に要する費用をいう。ただし、建築主体と分離して設けられる

受水槽、煙突その他これらに類する工作物の設置工事に要する費用を除く。 

屋内電気設備工事費  
屋内の電気その他の配線工事及び器具（配電盤を含む）の取付けに要する費用

をいう。ただし、家電製品で建築物と分離が容易な暖房器具や照明器具を除く。 

屋内ガス設備工事費 屋内のガス設備の配管工事及び設置工事に要する費用をいう。 

屋内給排水衛生設

備工事費 

屋内の給水配管工事、排水配管工事（建築物外の第一枡及びそれに至る部分の

工事を含む）及び衛生器具の取付けに要する費用をいう。 

屋内スプリンクラ

ー設備工事費 

屋内のスプリンクラー設備の配管工事及び器具取付け等に要する費用をいう。 

屋内換気設備工事費  屋内の換気設備の配管工事及び器具取付け等に要する費用をいう。 

屋内空調・冷暖房

設備工事費 

屋内の空調・冷暖房設備の配管工事及び機器設置等に要する費用をいう。 

ただし、家電製品として販売される壁掛け式エアコンを除く。 

特殊基礎工事費 杭基礎、筒基礎、ケーソン基礎その他の特殊な基礎工事に要する費用をいう。 

昇降機設置工事費 昇降機の設置工事に要する費用をいう。 

屋外附帯設備工事費 
電気設備工事費 

屋外の電気その他の配線工事、変電設備工事、街灯工事（敷地内のものに限る）

及び避雷針工事に要する費用のうち建築主において負担する費用をいう。 

ガス設備工事費 
屋外のガス設備の設備工事に要する費用のうち建築主において負担する費用を

いう。 

給水設備工事費 

公共水道または井戸から建築物に至る給水設備（受水槽及びポンプ設備を含む）

の設置工事及びさく井工事に要する費用のうち建築主において負担する費用を

いう。 

排水設備工事費 
敷地内の汚水及び雨水を敷地外に誘導する設備の設置工事に要する費用のうち

建築主において負担する費用をいう。 

消火栓設備工事費 
一般の給水設備と別系統に配管された消火栓設備の設置工事に要する費用をい

う。ただし、ホース、ノズル等消火器具の設置に要する費用を除く。 

汚物処理設備工事費  浄化槽その他汚物処理に必要な設備の設置工事に要する費用をいう。 

敷地構成及び 

道路構成工事費

（既存建物解体費

は補助対象外） 

敷地内の整地工事、擁壁工事、敷地内道路（通路を含む）の路盤構築及び舗装

並びに側溝工事に要する費用をいう。ただし、開発行為に当たる工事、造成工

事及び除却工事または敷地外の工事を除く。 

植栽及び造園工事費 敷地内の植栽工事及び造園工事（敷地内障壁設置工事を含む）に要する費用をいう。  

物置及び自転車置

場設置工事 

敷地内の物置（小型で容易に移動できるものを除く）及び自転車置場の設置工

事に要する費用をいう。 

＜注意事項＞ 

・通常、建築物と一体のものとして設置される建築設備は補助対象であるが、建築物と分離して用いることができるもの

（例：什器、ベッド等の家具、家電製品（壁掛け式エアコン、シーリングライト等を含む）、卓上ライト等家電型照明器

具、壁掛け式ガス瞬間湯沸かし器、厨房関連機器、コードレス型ナースコール等の通報機、消火器等）は、建設工事費

等の補助対象外になる。また、各種の検査費用（給排水関係、電気引込関係、消防関係等）、立会費、手数料に類する費

用も、原則として建設工事費等の補助対象外になる。 

・建築物の違反部分の是正にかかる工事費用は、補助対象外となる。 
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別表６：技術の検証、情報提供及び普及に係る直接経費の補助対象科目 

科  目 説          明 

賃 金 等 補助事業者が法人の場合、補助事業を実施するための技術補助者を雇用するための経費、補助事業を

実施するための単純労働に対して支払う経費（「時間給」または「日給」）及び専門的知識の提供等、効

果の検証に協力を得た者に支払う経費 

旅   費 補助事業に関わる者が補助事業を実施するために直接必要な普通旅費（交通費及び宿泊費） 

※ 普通旅費には、グリーン車料金、ビジネスクラス料金等を含まない。 

※ 宿泊費は 10,900 円／（人・泊）を補助対象限度額とし、限度額を超える費用については補助の対

象としない。 

備品購入費等 補助事業に供する機械器具類その他の備品及び標本等で、その性質及び形状を変ずることなく長期の

使用に耐えるものの代価（「補助事業等における残存物件の取扱いについて」参照）、事業用等の消耗

器材、その他の消耗品及び備品に付随する部品等の代価 

※ 備品等は原則レンタルではなくリース等（特に、他の用途に転用可能で取得単価が 2 万円以上の備

品にあっては必ずリース対応）で調達し、「その他」の支出費目に計上すること。なお、価格が 50 万

円以上の備品等についてリース等での調達が困難な場合は、その理由書及び機種選定理由書を添付

すること。 

※ 補助事業に直接用いたことを特定することができない事務用品等については補助の対象としない。 

委 託 料 等 補助事業を実施するために必要な機械器具等の修繕料・各種保守料・洗濯料・翻訳料・写真等焼付料・

鑑定料・設計料・試験料・加工手数料、補助事業の実施に必要であるが当該事業の本質をなす発想を必

要としない定型的な業務を他の機関に委託して行わせるための経費 

※ web サイト制作委託は、本事業専用の web サイトを新設することを基本とし、既存 web サイトに

おける併用・改訂は原則として不可とする。 

そ の 他 設備・備品の賃借（リース）、補助事業を実施するために労働者派遣事業を営む者から期間を限って人

材を派遣してもらうための経費、報償費、文献購入費、光熱水料（専用のメーターがある場合等で、実

際に要する経費の額を特定することができる場合に限る。）、通信運搬費（実際に補助事業に要するも

のに限る。）、印刷製本費、借料・損料、会議費、送金手数料、収入印紙代等の雑費 

※ 外部出席者を交えた会議開催時の茶菓子、弁当程度については、必要費として認める。 

（イベントの食材費、懇親会の飲食、飲酒代等は含まない。） 

※ 補助事業実施に伴う講師謝礼金は、原則 3 万円（補助額 2 万円）以内とする。 

 

別表７：補助対象にならない費用 

項   目 適 用 除 外 

事業応募された住宅又は施設以外の建物等

の建設または改修、不動産取得に関する経

費 

ただし、本補助金で購入した設備・備品の導入のために必要になる軽

微な据付費等については補助対象にすることができる。 

補助事業者又は補助事業者に所属する者の

人件費 

ただし、補助対象とする工事現場での工務を除くほか、「技術の検証に

要する費用」並びに「情報提供及び普及に要する費用」で賃金等にあ

たるものは補助対象にすることができる。 

補助事業者が自ら設計や施工を行う場合の

間接経費 
－ 

国内外を問わず、単なる学会出席のための

交通費・宿泊費・参加費 

ただし、補助事業に関する成果発表会を行う場合は補助対象にするこ

とができる。 

補助事業の実施中に発生した事故・災害の

処理のための経費 
－ 

国等からの他の補助や交付金を受ける費用 － 

介護保険給付、医療保険給付及び特別障害

給付の対象となる費用 
－ 

介護保険法に規定する介護保険施設（指定

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護医療院）の整備に係る費用 

－ 

その他、補助事業の実施に関連性のない経

費 
－ 
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■資料５-その他（参考） 

（参考）居住支援に活用可能な補助事業等【国土交通省等関係】 

居住支援法人が居住支援の活動を行う中で活用可能な補助事業等は以下のとおりになります 

のでご活用ください。詳細は各事業等のホームページをご確認ください。 

なお、受託に当たっては、本事業による補助金と経理を区分する必要があります。 

 

○居住支援協議会等活動支援事業 

対象：居住支援協議会、居住支援法人等が行う、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の円

滑化に関する活動等に係る事業等に対する補助。 

詳細は、「居住支援協議会等活動支援事業」＋法人の場合「サポートセンター」で検索 

 

○みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業 

対象：誰もが安心して暮らせる住まいの確保に向けて、住宅等（居住サポート住宅等）を供

給する賃貸人等 

  

○セーフティネット専用住宅・居住サポート住宅改修事業 

対象：セーフティネット専用住宅・居住サポート住宅の改修に対する補助。 

詳細は、セーフティネット専用住宅 https://www.how.or.jp/koufu/snj.html 

居住サポート住宅 https://www.how.or.jp/koufu/support.html 

 

○賃貸住宅リフォーム融資（住宅セーフティネット） 

  対象：セーフティネット専用住宅もしくは居住サポート住宅をリフォームする資金又は 

そのどちらかにするためのリフォームを対象とした融資制度。 

詳細は、https://www.jhf.go.jp/kanri/chintaireform_safety/index.html 

 

https://www.how.or.jp/koufu/snj.html
https://www.how.or.jp/koufu/support.html
https://www.jhf.go.jp/kanri/chintaireform_safety/index.html

